
三日市市民ホールをご利用の皆さまへ 

 

休館に伴う本申請期間の延長措置について（お知らせ） 

 

平素より三日市市民ホールをご利用いただき、誠にありがとうございます。このた

び、施設の管理運営体制の変更に伴い、環境整備を行うため、３月２２日（日）～３

月３１日（火）の期間、三日市市民ホールを休館させていただきます。 

この長期休館に伴いまして、インターネット等による仮申請後に必要となる、使用

許可申請（本申請）の期間を延長する措置を講じますので、ご留意の上ご申請いただ

きますようお願い申し上げます。 

 

【本申請可能期間】   

仮申請日ごとの本申請可能期間は以下のとおりです。 

仮申請日 本申請可能期間（休館期間を除く８日間） 

３月１４日（土）まで 通常通り 

３月１５日（日） ３月１５日（日）～３月２１日（土）、４月１日（水） 

３月１６日（月） 
３月１６日（月）～３月２１日（土） 

４月１日（水）～４月２日（木） 

３月１７日（火） 
３月１７日（火）～３月２１日（土） 

４月１日（水）～４月３日（金） 

３月１８日（水） 
３月１８日（水）～３月２１日（土） 

４月１日（水）～４月４日（土） 

３月１９日（木） 
３月１９日（木）～３月２１日（土） 

４月１日（水）～４月５日（日） 

３月２０日（金） 
３月２０日（金）～３月２１日（土） 

４月１日（水）～４月６日（月） 

３月２１日（土） ３月２１日（土）、４月１日（水）～４月７日（火） 

３月２２日（日）～ 

３月３１日（火） 
４月１日（水）～４月８日（水） 

４月１日（水）以降 通常通り 

 


